
◎国土交通省設置法の一部を改正する法律
（平成一四年五月三一日法律第五四号）　　

一、提案理由（平成一四年三月二九日・衆議院国土交通委員会）

○扇国務大臣　おはようございます。

　ただいま議題となりました国土交通省設置法の一部を改正する法律案及び平成十四年

度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案の提

案理由につきまして御説明申し上げます。

　まず、国土交通省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。

　国土交通省では、地方における交通サービスの安定的な供給、安全の確保、観光振興

等の施策の遂行のため、地方運輸局を設置するとともに、自動車の登録や船舶検査等現

地において処理することが国民の利便に資する事務につきましては、所要の地に設けた

陸運支局、海運支局等において処理しております。

　このような中、今日、交通産業全般にわたります需給調整規制の廃止等の規制改革に

対応して、事業者に対する規制を主たる手法とする従来のいわゆる事業監督型行政から

の脱却を図りつつ、交通サービスの維持・向上や観光振興を図る観点から、地域の自主

性を尊重した地域密着型の行政を展開していくこと等が必要となってきております。

　これに地方運輸局が適切に対処していくためには、地球環境問題や少子高齢化社会へ

の対応等二十一世紀の課題にも十分に留意しつつ、陸運、海運、さらには鉄道や観光ま

で含めた交通政策、観光政策の総合的な展開を図る体制を構築することが不可欠であり

ます。

　また、この際には、行政改革の観点から、可能な限り組織のスリム化を図るとともに、

国民に対する行政サービスの一層の向上を図ることが必要です。

　このような状況を踏まえ、陸運支局と海運支局を統合し、運輸支局を設置することと

し、同支局においてこれまでの陸運支局及び海運支局の業務のほか、鉄道、観光等に関

する業務を含めて総合的に実施していくことが緊要となっております。

　このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

　次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

　第一に、現行の地方運輸局の陸運支局及び海運支局を統合して、運輸支局を設置でき

ることとする等の措置を講ずることとしております。

　第二に、現行の地方運輸局の海運監理部につきましても、運輸支局設置の考え方に即

し、交通政策、観光政策の総合的な展開を図る観点から、これを運輸監理部とすること

としております。

……………（略）……………

　以上が、国土交通省設置法の一部を改正する法律案及び平成十四年度における特殊法

人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案を提案する理由でござ

います。



　これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し

上げます。

　ありがとう存じました。

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一四年四月二日）

○久保哲司君　ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　まず、国土交通省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。

　本案は、地方運輸行政の総合的展開を図る等のため、地方運輸局の陸運支局及び海運

支局を統合して運輸支局を設置できること等とすること、地方運輸局の海運監理部を運

輸監理部とすること等、所要の措置を講じようとするものであります。

……………（略）……………

　両案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、二十九日扇国土交通大臣からそれぞ

れ提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入りました。

　国土交通省設置法の一部を改正する法律案につきましては、地方運輸行政の総合的展

開の具体策、地域に密着した行政サービスの確保策等について、平成十四年度における

特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案につきましては、

国の行政機関等の移転を図る施策の今日的意義、特殊法人改革との整合性等について論

議が行われました。

　両案は、同日質疑を終了し、国土交通省設置法の一部を改正する法律案につきまして

は、採決の結果、全会一致をもって、また、平成十四年度における特殊法人の主たる事

務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案につきましては、討論を行い、採決

の結果、賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院国土交通委員長報告（平成一四年五月二四日）

○北澤俊美君　ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告を申し上げます。

　まず、国土交通省設置法の一部を改正する法律案は、地方運輸行政の総合的展開を図

る等のため、地方運輸局の陸運支局及び海運支局を統合して運輸支局を設置するととも

に、地方運輸局の海運監理部を運輸監理部と改組する等の措置を講じようとするもので

あります。

……………（略）……………

　委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、陸運支局及び海運支局の統合

等の基準、地域密着型運輸行政と行政サービスの向上、昭和六十三年に閣議決定された

移転基本方針とその後の社会経済情勢の変化、特殊法人等整理合理化計画との整合性、



その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。

……………（略）……………

　次いで、順次採決の結果、国土交通省設置法の一部を改正する法律案は全会一致をも

って、また、平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の

整備に関する法律案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定をいた

しました。

　以上、御報告を申し上げます。


